
 
 

 

一 

 
 

 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関

す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
中
第
一
号
を
削
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

目
次
中
「
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
の
十
五
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
加
え
る
」
を
「
加
え
、

同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
七
の
七
、
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
の
九
第
一

項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
を
し
た
外
国
人
に
対
し
質
問
を
す
る
に
当
た

つ
て
は
、
特
に
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
国
籍
又
は
市
民
権
の
属
す
る
国
に
お
い
て
置
か
れ
て
い
た
環
境
そ
の
他
の
状
況
に

応
じ
、
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

 
 

 

二 

 
 

第
七
章
の
二
中
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
難
民
の
認
定
等
を
適
正
に
行
う
た
め
の
措
置
） 

 

第
六
十
一
条
の
二
の
十
五 

法
務
大
臣
は
、
難
民
の
認
定
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
専
門
的
知
識
に
基
づ
き
適
正

に
行
う
た
め
、
国
際
情
勢
に
関
す
る
情
報
の
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
難
民
調
査
官
の
育
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

難
民
調
査
官
に
は
、
外
国
人
の
人
権
に
関
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
、
並
び
に
難
民
条
約
の
趣
旨
及
び
内
容
、
国
際
情
勢

に
関
す
る
知
識
そ
の
他
難
民
の
認
定
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
に
関
す
る
事
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
及
び
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二

の
十
五
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
の
十
七
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
の
十
八
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
五
項
第
四
号
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
七
章
の
二
中
第
六
十
一
条
の
二
の
十
五
を
第
六
十
一
条
の
二
の
十
八
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
項
を
同
条
第
四
項
と

す
る
改
正
規
定
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
同
項
」
の
下
に
「
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
」



 
 

 

三 

を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
章
の
二
中
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
を
第
六
十
一
条
の
二
の
十
七
と
す

る
改
正
規
定
中
「
第
七
章
の
二
中
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第

六
十
一
条
の
二
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
次
条
並
び
に
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
二
条
、
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
収
容
に
代
わ
る
監
理
措
置
等
に
係
る
判
断
の
適
正
等
の
確
保
） 

第
一
条
の
二 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
入
管
法
（
以
下
「
第
二
条
改
正
後
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
収
容
に

代
わ
る
監
理
措
置
及
び
仮
放
免
の
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
入
管
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
容
疑
者
又
は
退
去
強
制

を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
容
疑
者
等
」
と
い
う
。
）
の
人
権
に
配
慮
し
、
判
断
の
適
正
の
確
保
に
努
め
る
と

と
も
に
、
第
二
条
改
正
後
入
管
法
第
四
十
四
条
の
二
第
九
項
（
第
二
条
改
正
後
入
管
法
第
五
十
二
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
十
四
条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ



 

 
 

 

四 

る
通
知
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
理
由
を
容
疑
者
等
が
的
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
記
載
す
る
等
、
手
続
の
透

明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
附
則
第
一
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
入
管
法
（
以
下
「
第
二
条
改
正
後
入
管
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
二
条
改
正
後
入
管
法
」
に
改
め
る
。 


